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「油汚染対策ガイドライン－鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題へ
の土地所有者等による対応の考え方－」の送付について

平成１８年３月８日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技
術基準等専門委員会で別添の通り「油汚染対策ガイドライン－鉱油類を含む
土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方－」が
報告書として取りまとめられたので参考のため送付する。

下記に本ガイドラインの趣旨及び油汚染問題への対応の考え方を示すの
で、御理解の上、土壌環境行政を推進する上で参考とされたい。

特に、本ガイドラインの第一編の第一及び第二は、本ガイドラインの基本
的考え方及び油汚染問題に対する対応の考え方が記述されており、御一読さ
れ十分な御理解をお願いする。

また、本ガイドラインの第一編第一３ （２）４）にもあるが、貴職にお．
かれては、油汚染問題への対応は、現場ごとにその状況に応じて行うことが
必要であるから、本ガイドラインはいかなる現場にも画一的規制的に用いる
ことができるものとして作成したものではないし、何らかの基準値や規制値
のようなものを決めているものでもないことに配慮されたい。

さらに、地方公共団体において油汚染問題があった土地の所有者等やその
周辺の住民等から油汚染問題に関する相談を受けた場合には、例えば、本ガ
イドラインが対象とする油汚染問題への対応を含む自主的な対応指針を持っ
ている事業者が当該対応指針に基づいて行っている自主的な取り組み、工場
・事業場の敷地のまま使い続けられる土地で周辺に油汚染問題を拡散させな
いようにしながら行われる自主的な対策、土地取引の際の当事者同士の合意
に基づく対策について、このガイドラインが規制的な制約とならないように
配慮されたい。

なお、土壌環境行政担当者ブロック会議を開催することを計画中であり、
それと同日に、同じ場所又は近接の場所で本ガイドラインの活用者として想
定している土地所有者等を対象として本ガイドラインの説明会を開催する予
定である。これらのブロック会議及び説明会については時期が決まり次第御
連絡するので、よろしくお願いする。



記

１．背景

土壌汚染対策法の制定前は、油汚染土壌の調査及び対策についてベンゼ
ンのような有害物質による健康リスクなのか、油臭や油膜による生活環境
保全上の支障なのか明確に区別されないままに土壌の「油汚染」と認識さ
れていた。平成１５年２月から土壌汚染対策法が施行され、有害化学物資
については、人の健康保護という観点から特定有害物質について必要な調
査及び対策の枠組みが確立した。

一方、この土壌汚染対策法の国会審議の中で 「土壌汚染による生活環、
境や生態系への影響、油類等の汚染実態の把握などについて早急に科学的
知見の集積に努めること 」という趣旨の附帯決議がなされた。また、土。
壌汚染対策法の制定に際し土壌環境保全対策の在り方が中央環境審議会土
壌農薬部会土壌制度小委員会において審議されたが、中央環境審議会の答
申「今後の土壌環境保全対策の在り方について（答申 （平成１４年１）」
月）の中で、中長期的な観点から今後調査研究や検討を進めるべき課題と
して、油による土壌汚染等生活環境の保全の観点からの対応が指摘されて
いた。

こうした附帯決議や指摘を受けて、環境省では学識経験者から成る検討
会を設け、科学的知見の集積に努めるとともに、油による土壌汚染に関す
る調査手法や対応策に係る指針の検討のための調査検討を行ってきた。

調査検討の結果などを基にして、油含有土壌に起因する油臭や油膜に関
して、平成１７年６月２４日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会に
おいてガイドラインを作成することが決まり、同部会土壌汚染技術基準等
専門委員会における４回にわたる審議を終え、またその過程で国民意見の
聴取（パブリックコメント）を実施し、平成１８年３月８日に開催された
同専門委員会で標記ガイドラインが報告書として取りまとめられた。

２．本ガイドラインの趣旨と活用場面

本ガイドラインのねらいは、鉱油類を含む土壌（以下「油含有土壌」と
いう ）に起因して、その土壌が存在する土地の地表、あるいはその土地。
にある井戸の水や池・水路等の水に油臭や油膜が生じているときに、土地
の所有者等が、その土地においてどのような調査や対策を行えばよいかな
どについて、基本的な考え方と、取り得る方策を選択する際の考え方など
を取りまとめ、油汚染問題の解決を図るために参考として活用してもらえ
るようにすることをねらいとしている。

油汚染問題とは 油含有土壌に起因して その土壌が存在する土地 そ、「 、 （
の土地にある井戸の水や、池・水路等の水を含む ）において、その土地。
またはその周辺の土地を使用している又は使用しようとする者に油臭や油
膜による生活環境保全上の支障を生じさせていること」であり、油含有土
壌の存在自体ではなく、また、地下水があっても井戸水等として利用され
ておらず、油臭や油膜が問題となっていないならば、油汚染問題としてと
らえていない。

本ガイドラインは、油汚染問題があったときに、その土地の所有者等が
土地の利用方法や、敷地内での井戸水等の利用の状況、周辺の土地や井戸



水等への影響のおそれなどの現場ごとの多様な状況に応じた対応方策の検
討に活用することを想定した。

油汚染問題についての対応方法は、その現場の状況に応じて個別に検討
すべきものであるので、本ガイドラインはいかなる現場にも画一的規制的
に用いることができるものとして作成したものではない。

３．構成と概要

ガイドラインの構成は、第一編「鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油
膜問題への土地所有者等による対応の考え方」と第二編「技術的資料」と

。 、 「 」 「 」からなっている 第二編については 第一部 基礎編 と第二部 専門編
からなっている。それらの概要については別紙の通りである。

「基礎編」は、土壌汚染の調査や対策についての基礎知識や、油汚染問
題に対応するための専門的知識等を有さない土地所有者等にもわかりやす
い技術的資料をとりまとめたものである。

「専門編」は、油汚染問題の調査・対策事業を行う事業者を念頭に置い
て作成したものであり、土壌汚染の調査・対策についての基礎知識や油汚
染問題に関する知識・経験を有する者に向けた技術的資料となっている。

４．油汚染問題への対応の基本的考え方

、 、油汚染問題に対する対応の基本は 地表や井戸水等の油臭や油膜という
人が感覚的に把握できる不快感や違和感が感じられなくなるようにするこ
とである。

鉱油類には種々の種類があり、油汚染問題を生じさせている油の状態も
様々であり、油の濃度が同じでも油臭や油膜の状況が異なるため、油含有
土壌に起因する油臭や油膜の把握は、嗅覚や視覚といった人の感覚による
ことを基本とし、それらを補完するものとして、関係者の共通の理解を得
るための手段としてＴＰＨ濃度を用いる。

本ガイドラインは、一般的な工場・事業場の敷地や市街地を想定してい
る。従って、保守のために油を塗った線路や、アスファルト舗装をした直
後の道路の油臭などについての対応、タンクローリーの転倒などの事故直
後の対応、水道管や下水道管への油の浸入への対応などについては、本ガ
イドラインに記述した調査・対策の検討に当たっての考え方をそのまま用
いることは適当ではない。

５．その他

本ガイドラインでは、油含有土壌が存在し、かつ油汚染問題が生じてい
る場所（調査地）がある土地の敷地内において行う地表や井戸水等の油臭
や油膜への調査・対策について述べてあり、その敷地の周辺における調査
・対策については直接言及してはいない。

本ガイドラインには、鉱油類の成分となっている化学物質による人の健
康保護という観点は含まれていないので、例えば鉱油類を中心とした使用
済み油に含まれる有害化学物質については、本ガイドラインによる対応を
行うか否かに関わらず、土壌汚染対策法や条例等に基づいて必要な措置を
講ずることが必要である。



（ 別 紙 ） 

油汚染対策ガイドライン 

－鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方－ 

（概要） 
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第一編 鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方 

 

第一 本ガイドラインの基本的考え方 

 

１． 土地の所有者等が、自らの土地で油汚染問題（※）が生じているときに、どのような調査や対

策を行えばよいかなどにつき、基本的考え方と対応方策選択の考え方等をまとめた。 

※ 鉱油類を含む土壌（「油含有土壌」）に起因して、その土壌が存在する土地（その土地に

ある井戸の水、池・水路等の水を含む。）において、その土地又はその周辺の土地を使

用している又は使用しようとする者に油臭や油膜による生活環境保全上の支障を生じて

いること。 

 

２． 油汚染問題の発見の契機と対応フローは図１、図２に示すとおりである。また、ガイドライン

に記述した調査・対策の対象範囲は図３に示すとおりである。 

 

３． 鉱油類は種類も成分も多く、また環境中で性状が変化するので、土壌中の鉱油類の濃度で

油臭や油膜の程度を一律に表現できず、人の感覚によって総体としての油臭や油膜をとら

えることを基本としている。 

 

４． 油汚染問題についての対応方法は、油汚染問題がある土地の利用方法、その土地におけ

る井戸水等（※）の利用状況、周辺の土地や井戸水等への影響のおそれ等の、現場ごとの

多様な状況に応じて個別に検討すべきものである。 

※ 飲用井戸、散水等の雑用井戸等の水、修景用の池の水、敷地内の水路を流れる水等。

工場・事業場の油水分離施設中の水のように油臭・油膜があって当然の水は想定外。 

1 
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５． そのため、このガイドラインは、いかなる現場にも画一的規制的に用いるべきものではなく、現場

毎の多様な状況に応じた対応方策の検討に活用されることを想定している。 

 

６． また、例えば、本ガイドラインが対象とする油汚染問題への対応を含む自主的な対応指針を持って

いる事業者が当該対応指針に基づいて行っている自主的な取り組み等について、このガイドライン

が規制的な制約とならないようにすることが必要となる。 

 

７． このガイドラインで、嗅覚などの人の感覚を補完するための手段として記述されている全石油系炭

化水素（Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)）濃度も、その数値は土壌汚染対策法の指定基準のよ

うな使い方をするのではなく、各現場における調査等において通用する目安としてみるべき数値と

して用いる。 

 

８． このガイドラインに記述した内容は一般的な工場・事業場の敷地や市街地を想定したものであり、

線路・道路等の施設での対応、タンクローリーの転倒事故等の事故直後の対応等についてガイドラ

インの考え方をそのまま用いることは適当ではない。 

 

９． このガイドラインには、鉱油類の成分となっている化学物質による人の健康保護という観点は含ま

れていないので、有害化学物質については、本ガイドラインによる対応を行うか否かに関わらず、

土壌汚染対策法や条例等に基づいて必要な措置を講ずることが必要である。 

 

 

第二 油汚染問題に対する対応の考え方 

 

１． 油汚染問題に対する対応の基本は、地表や井戸水等の油臭や油膜という、人が感覚的に把握でき

る不快感や違和感が感じられなくなるようにすることである。 

 

２． 油汚染問題を認識したら、調査地（※１）の土壌が含む鉱油類が油汚染問題の原因かどうかを調

べ、もしそうなら、調査地のある敷地の土地利用履歴や鉱油類を取り扱っていた設備等の状況、敷

地内の他の場所や井戸水等における油臭や油膜がないかどうかなどを調べ、油臭や油膜が生じて

いる土地の範囲を特定するなどの調査（※２）を行う。 

※ １ 油含有土壌が存在し、かつ油汚染問題が生じている場所をいう。 

※ ２ これらの一連の調査メニューを「状況把握調査」という。どのような項目及び内容の調    

査を行うかについては、油汚染問題の程度や土地利用の状況と方針によって異なるほか、調

査地に関する既存資料の入手の容易さによっても異なるので、現場の状況に応じた判断が必

要となる。 

 

３． 状況把握調査では、人の嗅覚や視覚によって様々な状態の油が生じさせている油汚染問題を総体

としてとらえることとし、それらの感覚を補完し関係者の共通の理解を得るための手段としてＴＰＨ濃

度（※）を用いる。 

※ ＴＰＨの試験法は種々あり各々の方法の特徴がある。鉱油類であるかどうかの確認にはＧＣ－

ＦＩＤ法を利用する。油含有土壌の存在範囲の把握には上記確認で得た情報や調査地で使用し

た鉱油類の情報を参考に、現場に適したＴＰＨ試験法を選択して用いる。選択したＴＰＨ試験法

は記録に明記する。 
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４． 対策は、油汚染問題の状況、調査地のある敷地の現在の及び予定されている土地利用の目的

や方法によって適切に選択する。 

① 油臭や油膜は人の感覚で捉えられるものであるから、油臭等がある土地と土地利用者

等との位置関係や土地利用方法によって、地表面での油臭や油膜が問題となる程度は

異なる。 

② 例えば、裸地での使用と子供の土遊びを想定すべき児童公園等では、地表に寝転んで

も油臭がしないような状態を達成し、それを長期的に維持管理することが対策目標とな

ることが考えられる。 

③ また、将来の追加的な対策は難しい戸建て住宅の用地として売却を予定している場合

には、油含有土壌の掘削除去や浄化が対策目標となることが考えられる。 

④ 都心部の事務所や駐車場用地のような土地利用方法であれば、油含有土壌があって

も、土地を使用する人が油臭や油膜を感じない場合もある。 

 

５． 地表での問題には、例えば盛土や舗装などによる油臭の遮断や油膜の遮蔽が、井戸水等の問

題には、遮水壁やバリア井戸による油臭や油膜を発生させている油分の拡散防止が基本的な

対策となる。 

 

６． 油汚染問題の発見から調査、調査結果を基にした対策の検討、対策効果の確認までの対策の

内容などについては、それらを記録して保存する。契機から対策完了までの間、必要に応じて適

宜関係者への説明や協議を行うことが、油汚染問題の円滑な解決に有効である。 

 

 

第三 状況把握調査 

 

１．状況把握調査は、土地の所有者等が、所有している土地の地表又は井戸水等に当該土地の油

含有土壌に起因した油汚染問題が生じていると認識した場合に行うものである。 
 
２．状況把握調査は、油臭や油膜が鉱油類によるものであるか否かを確認し、その油汚染問題に対

する対策の要否やその内容の検討等に必要な情報を取得し、整理することを目的に行うもので

ある。 
 
３．状況把握調査は、以下に述べる現場確認、資料等調査、油含有土壌の存在範囲の把握、対策を

検討するスキームの設定等の一連の調査メニューから構成されるものであるが、状況に応じて

必要な調査を行えばよい。 
１） 油臭や油膜が鉱油類に起因するものであるかどうかを TPH 試験により確認する。 
２） 油臭や油膜が鉱油類に起因するものであることが確認されたら、①鉱油類の取扱いの履歴等の

資料等調査、②油汚染問題の発生状況の把握、③油含有土壌の存在範囲の把握、④対策を検

討するスキームの設定を行う。 

３） 調査終了後は結果を取りまとめて保存する。 
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第四 対策 

 

１． 対策は、調査地のある敷地内において、その土地利用状況に応じ、油含有土壌に起因して

生ずる油臭や油膜による生活環境保全上の支障を解消するために行うものである。 
 
２． 対策にあたっては、まず、土地利用方法に応じて、また、調査地内の油含有土壌についての

み対策すればよいのか、調査地のある敷地内の井戸水等についても対策が必要か、周辺の

井戸水等を意識した対策が必要か、などの基本的な要件を踏まえて対策方針と対策目標を

設定する。 
 
３． 対策目標を具体化するため、地形・地質等の自然的条件と、現在の又は予定されている土地

利用情報等をもとにして、ア）土地利用方法に適した対策方法、イ）代替案の有無、ウ）対策

方法ごとの費用対効果、エ）対策後の土地利用上の支障の有無、オ）地形・地質による施工

性の制約等を検討し、効果的で、経済的に合理性が高い対策方法を選定して計画的に実施

する。必要があれば、状況把握調査を補完する調査を行う。 
 
４． 対策後には、対策効果の確認、記録の作成と保存、対策内容や土地利用方法に応じて必要

となるモニタリング等を行う。 
 

 

第二編 技術的資料 

 

第一部 基礎編 

 

   土壌汚染の調査や対策についての基礎知識や、油汚染問題に対応するための専門的知識

等を有さない土地の所有者等にもわかりやすく取りまとめた技術的資料。 

    

第１章 状況把握調査 

 

   土地の所有者等が自らの土地の地表又は敷地内の井戸水等に油臭や油膜が生じているこ

とを発見したときに行う状況把握調査について説明。 

 

第２章 対策 

 

  土地の所有者等が自らの土地に油汚染問題が発生したときに、その土地の土壌又は井戸

水等について行う対策について、土地の所有者等が発注者となることを想定して説明。 

 

第二部 専門編 

 

  油汚染問題の調査・対策事業を行う事業者を念頭に置いて作成。土壌汚染の調査・対策に

ついての基礎知識や油汚染問題に関する知識・経験を有する者に向けた技術的資料。 

 

 第１章 状況把握調査 

 第２章 対策



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

油臭

油臭

油膜

油膜

地表面

池

井戸

油臭

敷地内

油汚染問題

 

 

（ａ）油含有土壌が存在する土地の地表又は井戸水等に油臭や油膜が生じている場合 

 

油膜

地表面

井戸

油臭

油臭

油膜

地表面

敷地内 周辺の土地

油汚染問題

 
 

（ｂ）油含有土壌が存在する土地の周辺の土地の地表又は井戸水等に油臭や油膜が生じている場合 

図１ 油汚染問題発見の契機 
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契機 状況把握調査 対　　策

当該土地の
地表又は井
戸水等に油
汚染問題
*1)を認識

○現地踏査等で油臭や油膜の発
　生状況を把握
　・鉱油類か否かの確認、油種
　　の同定
　・TPH濃度の程度
　・油含有土壌の平面
　　方向及び深度方向
　　の分布等

○周辺に油汚染問題を生じさせ
　るおそれの程度を検討するた
　めの状況把握

○当該土地における
　対策を検討するス
　キームを設定

　・対策を検討する
　　対象となる土壌
　　の範囲を設定

　・周辺の井戸水等
　　への影響を意識
　　した対策を必要
　　とするかどうか
　　を検討

　・現況及び今後の
　　土地利用方法か
　　ら想定される対
　　策方針の制約条
　　件等を検討

○対策方針の策定
　◇油臭や油膜の状況に応じて採用できる方法を整理
　　・油臭の遮断方法
　　・油混じり水の地表や井戸等への移動の防止方法
　　・浄化方法
　◇土地の利用方法に応じて必要十分な方法を検討
　　・盛土や舗装で土地利用上の支障はないか
　　・地形上の制約や経済性からみてより良い代替案はある
　　　か
　　・対策後のモニタリングは必要か
　◇対策を行うために必要な情報を対策調査で取得

○対策計画の作成

○対策の実施

○対策の完了確認

○検討の経緯と対策内容の記録を作成・保存

*1)油汚染問題とは、「鉱油類を含む土壌（油含有土壌）に起因して、その土壌が存在す
   る土地（その土地にある井戸の水や、池・水路等の水を含む）において、その土地又
   はその周辺の土地を使用している又は使用しようとする者に油臭や油膜による生活環
   境保全上の支障を生じさせていること」をいう。
*2)隣地や周辺の土地から敷地境界線を越えてくる空気の悪臭についての苦情は本ガイド
　 ラインでは油汚染問題発見の契機として取り扱っていない。

○関係者への説明、
　協議等○土地の利用方法の情報

　・現状
　・今後の予定の有無と内容

周辺地の地
表又は井戸
水等に油汚
染問題があ
るとの指摘
*2）

指摘が妥当
であると判
断

図２ 油汚染問題への フロー 

6 
対応
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池の水に油膜 

油臭がある場所 

井戸の中に油膜 

隣の敷地への拡散防止 

敷地境界 
敷地境界 

地下水下流側

の地下遮水壁 

・ 本ガイドラインは、調査地（油含有土壌が存在し、かつ油汚染問題が生じている場所）のある敷地にお

いて、その所有者等が行う調査・対策について取りまとめたものであり、その敷地の周辺の土地で行う

調査や対策については記述の対象外である。 

・ 本図における「調査地」は、油臭がある場所、並びに、油膜が見られる池及び井戸のある場所。 

図３ 調査・対策の対象範囲 




